
ねくさす地域生活支援室 運営規定 

（事業の目的） 

第１条 社会福祉法人横浜共生会が横浜市西区に開設する ねくさす地域生活支援室（以

下「支援室」という。）は宿泊体験等を通して「障がい」ある方々が当たり前にこれからの

地域生活を出来るように支援する。 

②西区内において災害等の理由で緊急に避難するひとを必要な時に受け入れる。（災害発生

後等における施設等の提供協力に関する協定書）。 

③西区内において緊急宿泊が要請された時、受入の場として検討する。 

④また宿泊者が不在の時は相談・会議の場とする。（９：００～１７：００） 

 

（運営の方針） 

第２条 事業の実施にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重し、関係機関とていねいに

協議し実施していくこととする。また体験後、次のステップを常に考えていく。 

 

（事業所の名称等） 

第３条 事業を行う支援室の名称及び所在地は、次のとおりとする。 

 ①名称  ねくさす地域生活支援室 

 ②所在地 横浜市西区中央１－１８－２２－２０９ 

 

（職員の職種、員数及び職務の内容） 

第４条 支援室の把握・管理及び職務内容は、次のとおりとする。 

 ①管理者    １名（ねくさす所長が兼務する） 

 ②現場責任者  １名（地域生活拠点事業担当が兼務する） 

横浜障がいシステム ねくさすにおいて、この体験事業については常に共有しあうととも

に西区役所また生活支援センター西と協働しながら進める。 

 

（開業日及び開室時間等） 

第５条 支援室の開業日及び時間は、次のとおりとする。 

① 開業日 原則、月曜から金曜とする。ただし土日についても相談に応じる。 

② 開室時間 午前８時３０から午後５時までとする。 

③ 宿泊について原則チェックイン１５：００ チェックアウト１０：００（相談可） 

 

（支援室の提供、内容及び利用料等） 

第６条 支援室の提供方法及び内容は次のとおりとし、利用料の額は下記金額とする。 

① 提供・内容について ３機関会議及びプロジェクト会議において決定。またはねくさす



支援室会議において決定する。時間・内容等について適宜協議しながら進めていく。 

② 宿泊利用料金について １泊 １，０００円とする。 

③ 宿泊者が不在の時は相談・会議の場所として使用する。 

 

（利用料の支払いについて） 

第７条 宿泊明けの時に宿泊者等がガッツ・びーと西事務所に支払いにいくものとする。ま

たその際、請求・領収書を発行する。 

 

（緊急時等の連絡について） 

第８条 ８：３０から１７：００までについては横浜障がい相談システムねくさす（０４５

－５９４－７６８１）及びガッツ・びーと西（０４５－２５０－６５０６）に連絡。またそ

れ以外の時間についてはガッツ・びーと西に連絡する。 

 

（事業の実施地域） 

第９条 通常の実施地域は西区を重点区としつつ周辺区とする。他の場合は協議し決定す

ることとする。 

 

（事故発生時の対応） 

第１０条 支援室において事故が発生した場合には、速やかにガッツ・びーと西及び法人本

部と連携しあい、横浜市及び関係機関等に連絡報告するとともに必要な場合、利用者ご家族

にも連絡を行う。 

 

（その他運営についての留意事項） 

第１１条 支援室利用について利用状況がわかるものを用意しておく。 

 ①利用者ノート（アセスメント資料含め利用日及び体験記録等を記載） 

 ②支援室の当日等利用表の設置（ホワイトボード）。 

 

 

 附則 

この規定は、令和２年５月１日から施行する。 


